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 オンライン手続かわさき（ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ）（以下「本システム」）による川崎市中高層建築物等

の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例（以下「中高層条例」）の手続方法についての手順

となります。なお、本システムの利用には利用者登録が必要となっており、申請の初回には使用するメー

ルアドレスをご準備のうえ、利用者登録をお願いします。詳細は以下のページの手順をご覧ください。 

https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000174/174955/toroku_230216.pdf 

 

川崎市ホームページのトップから本システムへのアクセスし、手続を見つける方法 

１． 

 本システムへは、市ホームページから「くらし・

総合」→「くらしの手続き」を順に選択し、クリ

ックしてください。 

 

 

 

 

 

２． 

次に「インターネットや郵送での手続き」をクリ

ックしてください。 

 

 

 

 

 

３． 

次に「オンライン手続かわさき（電子申請）」を

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

  



2 
 

４． 

最後の「ポータルサイトにアクセス」をクリッ

クしてください。 

 

 

 

 

 

 

５． 

手続き一覧をクリックしてください。（「個人」若

しくは「事業者」を選択してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 

キーワード検索で「中高層」と入力し、検索し

てください。 

10 件程度の中高層・紛争調整条例の手続が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の方法のほか 

https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/portal/home 

をクリックし、上記の５の手順から手続を見つける方法もあります。 
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標識設置届手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、標識設置届をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 
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３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「建築物の名称」「敷地

の地名地番」を入力してください。「申請者氏名」

「申請者電話番号」「申請者メールアドレス」に

ついては利用者登録の際に入力した法人名や氏

名、連絡先電話番号等がすでに入力された状態

となっていますので、必要な場合は修正してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 
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６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

添付ファイルも同じようにアップロードしてく

ださい。1 ファイルは申請書と同様に３０MB ま

でとしてください。添付書類が複数のファイル

の場合は一番目の必須となっているところから

1 ファイルずつ、順に下の欄へアップロードし

てください。アップロード欄一つにつき、1 ファ

イルのみアップロードが可能なため、ファイル

名の表示されたアップロード欄で、別のファイ

ルをアップロードすると、先にアップロードし

たファイルは消えます。アップロード可能な添

付書類のファイル数は全部で 7 ファイルとなり

ます。ファイル数が多い場合は、３０MB を超え

ないように数ファイルを 1 ファイルにまとめて

ください。 
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９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。

「保存してあとで申請する」を押した場合は、保

存してよいか確認されますので、「OK」をクリ

ックすると保存が終了した旨が表示されます。

申請の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願い

ます。保存した内容で申請を再開する場合は

P11 ページの手続再開を参照してください。 

１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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近隣関係住民説明等報告書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 の

手続を見つける方法を参照）、下にスクロールし、

近隣関係住民説明等報告書をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

また、入力の際には標識設置届等の受付書に記

載されている「お問合せ番号」が必要となります

ので、あらかじめ、入手して確認してください。

受付書をダウンロードする方法は P16 を参照し

てください。 
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３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「お問合せ番号」「建築

物の名称」「敷地の地名地番」を入力してくださ

い。「申請者氏名」「申請者電話番号」「申請者メ

ールアドレス」については利用者登録の際に入

力した法人名や氏名、連絡先電話番号等がすで

に入力された状態となっていますので、必要な

場合は修正してください。 

「お問合せ番号」は標識設置届を申請した際に

交付した受付書に記載されていますので、受付

書をダウンロードし、確認のうえ、入力してくだ

さい。 
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５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

 

 

 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

添付ファイルがある場合は同じようにアップロ

ードしてください。1 ファイルは申請書と同様

に３０MB までとしてください。添付書類が複

数のファイルの場合は 1 ファイルずつ、順に下

の欄へアップロードしてください。アップロー

ド欄一つにつき、1 ファイルのみアップロード

が可能なため、ファイル名の表示されたアップ

ロード欄で、別のファイルをアップロードする

と、先にアップロードしたファイルは消えます。

アップロード可能な添付書類のファイル数は全

部で４ファイルとなります。ファイル数が多い

場合は、３０MB を超えないように数ファイルを

1 ファイルにまとめてください。 
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９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。

「保存してあとで申請する」を押した場合は、保

存してよいか確認されますので、「OK」をクリ

ックすると保存が終了した旨が表示されます。

申請の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願い

ます。保存した内容で申請を再開する場合は

P11 ページの手続再開を参照してください。 

 

１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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手続再開手順 

１． 

保存した申請を再開する場合は、本システムの

ページからマイページに移動して手続を再開し

ます。 

まず、本システムのホームページでログインし

てから、下に表示を移動させます。 

 

 

 

 

 

 

２． 

「マイページ」と表示された箇所がありました

ら、「もっと見る」をクリックしてください。 
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３． 

マイページが表示されますので、表示を下に移

動し、「利用者メニュー」の「保存した手続きの

再開」の「保存した手続き一覧」をクリックして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 

保存した手続きが表示されますので、手続きを

クリックすると手続の詳細が表示されますので、

前回入力した事項を保持したまま、各手続の「内

容詳細」の画面から手続を再開することができ

ます。 
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差戻しを使った再申請手順 

１． 

差戻しされた申請を使って再申請する場合は、

本システムのページからマイページに移動して

手続を再開します。 

まず、本システムのホームページでログインし

てから、下に表示を移動させます。 

 

 

 

 

 

２． 

「マイページ」と表示された箇所がありました

ら、「もっと見る」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

３． 

マイページが表示されますので、表示を下に移

動し、「利用者メニュー」の「申請履歴一覧」を

クリックしてください。 
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４． 

差戻しされた手続が表示されますので、手続を

クリックすると申請内容等が表示されます。 

申請した件数が多いなど、見つからない場合は

申請完了時に画面に表示された申込番号や申請

日で検索することもできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

申請内容照会が表示されたら、差戻し理由や修

正指示を確認すると共に、添付ファイルがあっ

た場合はクリックし、ファイルの内容を確認し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６． 

下にスクロールし、「申請内容を修正する」をク

リックしてください。 
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７． 

「申請内容入力」が表示されたら、確認した修正

内容に沿って、必要に応じて書類の準備をする

など、修正を行ってください。 

 

 

 

 

 

８． 

修正の指示がある場所は、薄赤く着色してある

場合があります。 

修正が完了しましたら、申請時と同様に申請し

てください。 
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受付書のダウンロード手順 

１． 

保存した申請を再開する場合は、本システムの

ページからマイページに移動して手続を再開し

ます。 

まず、本システムのホームページでログインし

てから、下に表示を移動させます。 

 

 

 

 

 

 

２． 

「マイページ」と表示された箇所がありました

ら、「もっと見る」をクリックしてください。 
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３． 

マイページが表示されますので、表示を下に移

動し、「利用者メニュー」の「申請履歴一覧」を

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 

完了している目的の手続をクリックしてくださ

い。 
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５． 

申請状況を確認して頂き、手続が完了していま

したら、交付物として受付書をダウンロードす

ることができます。 

ダウンロード可能な期間は 1 年間となっており

ます。 

 

 

 

 

 

 

受付書は左記のような書式となっております。 

お問合せをされる場合は、「お問合せ番号」によ

り、お問合せされますようお願いします。 
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建築計画変更届手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ P1ペー

ジの手続を見つける方法を参照）、下にスクロー

ルし、建築計画変更届をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

また、入力の際には標識設置届等の受付書に記

載されている「お問合せ番号」が必要となります

ので、あらかじめ、入手して確認してください。

受付書をダウンロードする方法は P16 を参照し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「お問合せ番号」「建築

物の名称」「敷地の地名地番」を入力してくださ

い。「申請者氏名」「申請者電話番号」「申請者メ

ールアドレス」については利用者登録の際に入

力した法人名や氏名、連絡先電話番号等がすで

に入力された状態となっていますので、必要な

場合は修正してください。 

「お問合せ番号」は標識設置届を申請した際に

交付した受付書に記載されていますので、受付

書をダウンロードし、確認のうえ、入力してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 
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６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

添付ファイルがある場合は同じようにアップロ

ードしてください。1 ファイルは申請書と同様

に３０MB までとしてください。添付書類が複

数のファイルの場合は 1 ファイルずつ、順に下

の欄へアップロードしてください。アップロー

ド欄一つにつき、1 ファイルのみアップロード

が可能なため、ファイル名の表示されたアップ

ロード欄で、別のファイルをアップロードする

と、先にアップロードしたファイルは消えます。

アップロード可能な添付書類のファイル数は全

部で４ファイルとなります。ファイル数が多い

場合は、３０MB を超えないように数ファイルを

1 ファイルにまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。「保

存してあとで申請する」を押した場合は、保存し

てよいか確認されますので、「OK」をクリック

すると保存が終了した旨が表示されます。申請

の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願います。

保存した内容で申請を再開する場合は P11 ペー

ジの手続再開を参照してください。 
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１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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テレビ放送受信障害改善状況報告書手順 

１． 

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照））、下にスク

ロールし、改善状況報告書をクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

また、入力の際には標識設置届等の受付書に記

載されている「お問合せ番号」が必要となります

ので、あらかじめ、入手して確認してください。

受付書をダウンロードする方法は P16 を参照し

てください。 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「建築物の名称」「敷地

の地名地番」「お問合せ番号」「電波障害対策工事

の有無」を入力してください。「申請者氏名」「申

請者電話番号」「申請者メールアドレス」につい

ては利用者登録の際に入力した法人名や氏名、

連絡先電話番号等がすでに入力された状態とな

っていますので、必要な場合は修正してくださ

い。 

「お問合せ番号」は標識設置届を申請した際に

交付した受付書に記載されていますので、受付

書をダウンロードし、確認のうえ、入力してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 
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６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます 

 

 

８． 

添付ファイルがある場合は同じようにアップロ

ードしてください。1 ファイルは申請書と同様

に３０MB までとしてください。上から 1 ファ

イルずつ、順に下の欄へアップロードしてくだ

さい。アップロード欄一つにつき、1 ファイルの

みアップロードが可能なため、ファイル名の表

示されたアップロード欄で、別のファイルをア

ップロードすると、先にアップロードしたファ

イルは消えます。アップロード可能な添付書類

のファイル数は全部で３ファイルとなります。

ファイル数が多い場合は、３０MB を超えない

ように数ファイルを 1 ファイルにまとめてくだ

さい。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。「保

存してあとで申請する」を押した場合は、保存し

てよいか確認されますので、「OK」をクリック

すると保存が終了した旨が表示されます。申請

の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願います。

保存した内容で申請を再開する場合は P11 ペー

ジの手続再開を参照してください。 
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１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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建築計画中止届手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、建築計画中止届をクリックしてくださ

い。 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

また、入力の際には標識設置届等の受付書に記

載されている「お問合せ番号」が必要となります

ので、あらかじめ、入手して確認してください。

受付書をダウンロードする方法は P16 を参照し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「お問合せ番号」を入

力してください。「申請者氏名」「申請者電話番

号」「申請者メールアドレス」については利用者

登録の際に入力した法人名や氏名、連絡先電話

番号等がすでに入力された状態となっています

ので、必要な場合は修正してください。 

「お問合せ番号」は標識設置届を申請した際に

交付した受付書に記載されていますので、受付

書をダウンロードし、確認のうえ、入力してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

 

 

 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 
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８． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。「保

存してあとで申請する」を押した場合は、保存し

てよいか確認されますので、「OK」をクリック

すると保存が終了した旨が表示されます。申請

の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願います。

保存した内容で申請を再開する場合は P11 ペー

ジの手続再開を参照してください。 

 

９． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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紛争調整（あっせん）申出書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、紛争調整（あっせん）申出書をクリック

してください。 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「建築物の名称」「敷地

の地名地番」を入力してください。「申請者氏名」

「申請者電話番号」「申請者メールアドレス」に

ついては利用者登録の際に入力した法人名や氏

名、連絡先電話番号等がすでに入力された状態

となっていますので、必要な場合は修正してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 
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７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

代表者選定届やその他資料がある場合は同じよ

うにアップロードしてください。1 ファイルは

申請書と同様に３０MB までとしてください。

添付書類が複数のファイルの場合は 1 ファイル

ずつ、順に下の欄へアップロードしてください。

アップロード欄一つにつき、1 ファイルのみア

ップロードが可能なため、ファイル名の表示さ

れたアップロード欄で、別のファイルをアップ

ロードすると、先にアップロードしたファイル

は消えます。アップロード可能な添付書類のフ

ァイル数は全部で４ファイルとなります。ファ

イル数が多い場合は、３０MB を超えないように

数ファイルを 1 ファイルにまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。「保

存してあとで申請する」を押した場合は、保存し

てよいか確認されますので、「OK」をクリック

すると保存が終了した旨が表示されます。申請

の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願います。

保存した内容で申請を再開する場合は P11 ペー

ジの手続再開を参照してください。 

１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 
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１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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あっせん出席等勧告回答書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、あっせん出席等勧告回答書をクリック

してください。 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「あっせん出席等勧告

書文書番号」「建築物の名称」「敷地の地名地番」

を入力してください。「申請者氏名」「申請者電話

番号」「申請者メールアドレス」については利用

者登録の際に入力した法人名や氏名、連絡先電

話番号等がすでに入力された状態となっていま

すので、必要な場合は修正してください。 

「あっせん出席等勧告書文書番号」は市から送

付した勧告書の右上に記載されている番号（例：

7 川ま調第１００号など）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 
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７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

代表者選定届やその他資料がある場合は同じよ

うにアップロードしてください。1 ファイルは

申請書と同様に３０MB までとしてください。

添付書類が複数のファイルの場合は 1 ファイル

ずつ、順に下の欄へアップロードしてください。

アップロード欄一つにつき、1 ファイルのみア

ップロードが可能なため、ファイル名の表示さ

れたアップロード欄で、別のファイルをアップ

ロードすると、先にアップロードしたファイル

は消えます。アップロード可能な添付書類のフ

ァイル数は全部で３ファイルとなります。ファ

イル数が多い場合は、３０MB を超えないように

数ファイルを 1 ファイルにまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。

「保存してあとで申請する」を押した場合は、保

存してよいか確認されますので、「OK」をクリ

ックすると保存が終了した旨が表示されます。

申請の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願い

ます。保存した内容で申請を再開する場合は

P11 ページの手続再開を参照してください。 
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１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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調停申出書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、調停申出書をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードでき 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「事業の名称」「事業区

域の地名地番」を入力してください。「申請者氏

名」「申請者電話番号」「申請者メールアドレス」

については利用者登録の際に入力した法人名や

氏名、連絡先電話番号等がすでに入力された状

態となっていますので、必要な場合は修正して

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 
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８． 

代表者選定届やその他資料がある場合は同じよ

うにアップロードしてください。1 ファイルは

申請書と同様に３０MB までとしてください。

添付書類が複数のファイルの場合は 1 ファイル

ずつ、順に下の欄へアップロードしてください。

アップロード欄一つにつき、1 ファイルのみア

ップロードが可能なため、ファイル名の表示さ

れたアップロード欄で、別のファイルをアップ

ロードすると、先にアップロードしたファイル

は消えます。アップロード可能な添付書類のフ

ァイル数は全部で４ファイルとなります。ファ

イル数が多い場合は、３０MB を超えないように

数ファイルを 1 ファイルにまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。

「保存してあとで申請する」を押した場合は、保

存してよいか確認されますので、「OK」をクリ

ックすると保存が終了した旨が表示されます。

申請の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願い

ます。保存した内容で申請を再開する場合は

P11 ページの手続再開を参照してください。 

１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 
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１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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調停受諾勧告回答書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、調停受諾勧告回答書をクリックしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」「申

請者メールアドレス」「調停受諾勧告書文書番号」

「事業の名称」「事業区域の地名地番」を入力して

ください。「申請者氏名」「申請者電話番号」「申請

者メールアドレス」については利用者登録の際に

入力した法人名や氏名、連絡先電話番号等がすで

に入力された状態となっていますので、必要な場

合は修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 

 

 

 

 

７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 
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８． 

添付資料がある場合は同じようにアップロード

してください。1 ファイルは申請書と同様に３

０MB までとしてください。添付書類が複数の

ファイルの場合は 1 ファイルずつ、順に下の欄

へアップロードしてください。アップロード欄

一つにつき、1 ファイルのみアップロードが可

能なため、ファイル名の表示されたアップロー

ド欄で、別のファイルをアップロードすると、先

にアップロードしたファイルは消えます。アッ

プロード可能な添付書類のファイル数は全部で

４ファイルとなります。ファイル数が多い場合

は、３０MB を超えないように数ファイルを 1 フ

ァイルにまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。「保

存してあとで申請する」を押した場合は、保存し

てよいか確認されますので、「OK」をクリック

すると保存が終了した旨が表示されます。申請

の再開期限は 1か月ですので、ご注意願います。

保存した内容で申請を再開する場合は P11 ペー

ジの手続再開を参照してください。 

１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 
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１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 
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調停案受諾勧告に対する回答書手順 

１．  

中高層・紛争調整条例の手続を表示させ（P1 ペ

ージの手続を見つける方法を参照）、下にスクロ

ールし、調停案受諾勧告に対する回答書をクリ

ックしてください。 

 

 

 

 

 

 

２． 

手続の概要や必要な添付書類など、手続の詳細

が表示されます。必要に応じて申請書の書式や

記入例もここでダウンロードできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 

申請書や添付書類の PDF ファイルが揃いまし

たら、申請画面に進んでください。 
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４． 

申請画面では「申請者氏名」「申請者電話番号」

「申請者メールアドレス」「調停受諾勧告書文書

番号」「事業の名称」「事業区域の地名地番」を入

力してください。「申請者氏名」「申請者電話番

号」「申請者メールアドレス」については利用者

登録の際に入力した法人名や氏名、連絡先電話

番号等がすでに入力された状態となっています

ので、必要な場合は修正してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５． 

準備した申請書をアップロードしてください。1

ファイルは３０MB までとしてください。「アッ

プロードするファイルを選択」をクリックする

とファイル選択画面が開きます。 

６． 

ファイルのある場所を指定し、ファイルを選択

してください。 
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７． 

アップロードが完了するとファイル名が表示さ

れます。 

 

 

８． 

添付資料がある場合は同じようにアップロード

してください。1 ファイルは申請書と同様に３

０MB までとしてください。添付書類が複数の

ファイルの場合は一番目の必須となっていると

ころから 1 ファイルずつ、順に下の欄へアップ

ロードしてください。アップロード欄一つにつ

き、1ファイルのみアップロードが可能なため、

ファイル名の表示されたアップロード欄で、別

のファイルをアップロードすると、先にアップ

ロードしたファイルは消えます。アップロード

可能な添付書類のファイル数は全部で４ファイ

ルとなります。ファイル数が多い場合は、３０

MB を超えないように数ファイルを 1 ファイル

にまとめてください。 

９． 

「次に進む」をクリックすると申請の確認画面

に進みます。途中で申請を中断する場合は、下に

ある「保存してあとで申請する」を選びます。

「保存してあとで申請する」を押した場合は、保

存してよいか確認されますので、「OK」をクリ

ックすると保存が終了した旨が表示されます。

申請の再開期限は 1 か月ですので、ご注意願い

ます。保存した内容で申請を再開する場合は

P11 ページの手続再開を参照してください。 
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１０． 

表示された申請の確認画面では入力した内容や

アップロードしたファイルの確認や修正が出来

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１． 

確認や修正が終了しましたら、下にある「申請す

る」をクリックしてください。 

確認画面が表示されたら、「OK」をクリックし

てください。 

最後に、申請完了の画面が表示されて申請が終

了となります。審査で書類に問題が無ければ、受

付書を交付します。受付書のダウンロード方法

は P16 ページの受付書のダウンロードを参照し

てください。 

 

 


